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 ＜補助対象＞ 

  強化事業：国が取り組むべき重要な消費者政策に係る地方公共団体の実施する事業 

（消費者安全確保地域協議会の構築、エシカル消費の普及、若年者への消費者教育等） 

  推進事業：消費生活相談体制の維持充実等、消費者行政推進に向けた取組 

（相談体制整備（相談員配置費）、相談機能整備・強化（拡充・改修経費、参考図書購 

 入費等）、相談員レベルアップ（研修参加支援）、講習・啓発経費等） 
 

（参考）地方消費者行政強化交付金に係る予算措置状況  

年 度 

予算額（当初予算ベース） 

国 

県 
(消費生活センター 

予算全額) 

 

うち 
国庫補助相当額 

 

うち 
市町村への交付額 

令和２年度 20.0億円 61,379千円     14,877千円 13,246千円 

令和元年度 22.0億円 65,972千円    20,022千円 18,391千円 

平成30年度 24.0億円 
72,395千円 

H29繰越15,000千円 

22,986千円 
H29繰越15,000千円 

16,086千円 
H29繰越10,277千円 

  

・また、全国的な消費生活相談員の高齢化と担い手不足の深刻化を受け、消費生活相談

員担い手確保事業（全国600名を対象としたオンライン資格試験対策講座）が令和２年度に実

施されている。 
  

【県の取組状況】 

１ 国への予算措置要望 

  県及び市町村等において、今後も地方消費者行政強化交付金の活用が可能となるよ

う、消費者行政推進に対する補助制度の拡充等について、消費者庁へ要望した。[令

和２年７月] 

＜要望事項＞ 

・地方消費者行政強化交付金(推進事業)について、都道府県及び市町村における消費

者行政推進のための事業継続が可能となるよう、活用期間を延長すること。 

・地方消費者行政強化交付金(強化事業)について、各自治体の実情に応じた事業実施

が可能となるよう事業メニューの拡充を図るとともに、交付率を10/10とすること。 
※各自治体において、消費者行政推進のために実施する事業は、地域の実情に応じたものとなるこ 

とから、各自治体の取組を国として取り組むべき重要消費者政策として捉え、有効かつ柔軟な財 

政支援を求める。 

２ 消費生活相談員の能力向上に向けた研修機会の確保 

  NPO法人への相談業務の委託の中で、相談員の研修への参加を義務付け、必要経費

を措置して研修参加を促進しているほか、県において相談員向けのスキルアップ研修

を開催し、相談員の能力向上に努めている。 




